
  
 

一 

 
○ 
無
線
従
事
者
規
則
（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
表 

（
下
線
部
分
が
変
更
箇
所
） 

 改
正
案 

 

 現 

行 

 

（
科
目
合
格
者
等
に
対
す
る
免
除
） 

第
六
条 

次
に
掲
げ
る
資
格
の
国
家
試
験
に
お
い
て
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目

（
電
気
通
信
術
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
者
が
当
該
試

験
科
目
の
試
験
の
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
（
総

務
大
臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り
試
験
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
そ

の
他
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当

該
試
験
の
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
後
に

お
い
て
最
初
に
行
わ
れ
る
試
験
の
実
施
日
ま
で
）
に
実
施
さ
れ
る
当
該
資
格
の

国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目

の
試
験
を
免
除
す
る
。 

 

一
～
十 

（
略
） 

２ 

次
に
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
格
の
国
家
試
験
に
お
い
て
電
気
通
信
術
の
試
験

に
合
格
点
を
得
た
者
が
当
該
電
気
通
信
術
の
試
験
の
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初

め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
（
総
務
大
臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り

試
験
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し

て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験
の
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら

起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
最
初
に
行
わ
れ
る
試
験
の
実
施
日
ま

 

（
科
目
合
格
者
等
に
対
す
る
免
除
） 

第
六
条 

次
に
掲
げ
る
資
格
の
国
家
試
験
に
お
い
て
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目

（
電
気
通
信
術
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
あ
る
者
が
当
該
試

験
科
目
の
試
験
の
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
実

施
さ
れ
る
当
該
資
格
の
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
合

格
点
を
得
た
試
験
科
目
の
試
験
を
免
除
す
る
。 

     

一
～
十 

（
略
） 

２ 

次
に
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
格
の
国
家
試
験
に
お
い
て
電
気
通
信
術
の
試
験

に
合
格
点
を
得
た
者
が
当
該
電
気
通
信
術
の
試
験
の
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初

め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
実
施
さ
れ
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
格
の
国

家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除

す
る
。 

 



  
 

二 

で
）
に
実
施
さ
れ
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
格
の
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合

は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
す
る
。 

 

表 
（
略
） 

  

（
認
定
学
校
等
の
卒
業
者
に
対
す
る
免
除
） 

第
七
条 

総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
施
設
（
以
下
「
学
校
等
」

と
い
う
。
）
を
卒
業
し
た
者
が
当
該
学
校
等
卒
業
の
日
か
ら
三
年
以
内
（
総
務
大

臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り
試
験
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
そ
の
他

特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
学

校
等
卒
業
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
最
初
に
行
わ
れ
る
試
験
の

実
施
日
ま
で
）
に
実
施
さ
れ
る
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
総
務
大
臣
が
別

に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
に
よ
っ
て
、
無
線
工
学
の
基
礎
、
電
気
通

信
術
及
び
英
語
の
試
験
の
う
ち
そ
の
一
部
又
は
全
部
を
免
除
す
る
。 

  

（
資
格
、
業
務
経
歴
等
に
よ
る
免
許
の
要
件
等
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

 

表 

（
略
） 

 
 

注 

船
舶
局
に
お
け
る
無
線
設
備
の
国
際
通
信
の
た
め
の
操
作
に
従
事
し
た

経
歴
に
つ
い
て
は
、
漁
船
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運

輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
の
船
舶
又
は
第
二
号
の
船

舶
を
い
う
。
）
に
開
設
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
遠
洋
区
域
（
Ａ
三
海
域
以

上
）
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
の
も
の
に
限
る
。 

   

表 

（
略
） 

  

（
認
定
学
校
等
の
卒
業
者
に
対
す
る
免
除
） 

第
七
条 

総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
施
設
（
以
下
「
学
校
等
」

と
い
う
。
）
を
卒
業
し
た
者
が
当
該
学
校
等
卒
業
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
実
施
さ

れ
る
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
申
請
に
よ
っ
て
、
無
線
工
学
の
基
礎
、
電
気
通
信
術
及
び
英
語
の
試
験
の

う
ち
そ
の
一
部
又
は
全
部
を
免
除
す
る
。 

    

（
資
格
、
業
務
経
歴
等
に
よ
る
免
許
の
要
件
等
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

 

表 

（
略
） 

     



  
 

三 

２ 

（
略
） 

 
（
認
定
の
基
準
） 

第
三
十
四
条 
前
条
第
一
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。）

の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
（
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
及
び

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
の
場
合
を
除
く
。
）
。 

二 

（
略
） 

 

三 

認
定
講
習
課
程
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
認
定
講
習
課
程
の
実
施

に
係
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
認
定
講
習
課
程
の
実
施
に
係
る
業
務
が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ

が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

四 

管
理
責
任
者
（
認
定
講
習
課
程
の
運
営
を
直
接
管
理
す
る
責
任
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
そ
の
認
定
講
習
課
程
の
運

営
を
厳
正
に
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
認
め
る
も
の
を
置
く
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

 

五 

申
請
者
、
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
こ
と
。 

 

イ 

法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二

年
を
経
過
し
な
い
者 

ロ 

法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し

て
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
法
第
七
十
条
の
七
第
四
項
、
第
七
十
条
の

２ 

（
略
） 

 

（
認
定
の
基
準
） 

第
三
十
四
条 

（
同
上
） 

  

一 

営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

 

二 

（
略
） 

               



  
 

四 

八
第
三
項
及
び
第
七
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
法
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受

け
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

ハ 

第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し

の
処
分
を
受
け
た
者
又
は
当
該
処
分
を
受
け
た
認
定
講
習
課
程
の
管
理
責

任
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

六 

そ
の
認
定
講
習
課
程
の
実
施
に
必
要
な
設
備
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

 

七 

認
定
講
習
課
程
の
種
別
（
前
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
格
で
そ

の
認
定
講
習
の
別
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
、
別
表
第
八
号
に
掲
げ
る

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
要
件
を
満
た
す
者

に
つ
い
て
は
、
告
示
す
る
講
習
時
間
）
を
設
け
る
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
実
施
要
領
に
準
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

八 

認
定
講
習
課
程
の
種
別
及
び
講
習
科
目
に
応
じ
、
講
習
を
行
う
の
に
十
分

な
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
者
で
、
別
表
第
十
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た

も
の
が
講
師
と
し
て
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

九 

講
習
科
目
の
講
習
に
お
い
て
、
当
該
科
目
の
講
習
に
適
す
る
も
の
と
し
て

総
務
大
臣
が
認
め
る
教
科
書
そ
の
他
の
教
材
（
以
下
「
教
材
等
」
と
い
う
。
）

を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

十 

認
定
講
習
課
程
の
終
了
の
際
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
試
験
を
実
施
し
て
、
当
該
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
り
、
当
該
認
定
講

習
課
程
の
修
了
証
明
書
を
発
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

十
一 

第
七
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
の
期
間
、
講
師

         

三 

（
同
上
） 

     

四 

（
同
上
） 

  

五 

総
務
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
教
科
書
そ
の
他
の
教
材
（
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
「
教
材
等
」
と
い
う
。）
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

  
六 

（
同
上
） 

   

七 

前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
の
期
間
、
講
師
の
担
当
す
る
講
習



  
 

五 

の
担
当
す
る
講
習
科
目
別
講
習
時
間
、
施
設
費
及
び
運
営
費
の
支
弁
方
法
等

に
関
す
る
適
切
な
実
施
計
画
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
認
定
の
申
請
） 

第
三
十
五
条 
認
定
講
習
課
程
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
定
講
習
課
程
の

種
別
及
び
そ
の
課
程
の
一
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、

使
用
す
る
教
材
等
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
申
請
書
に
記
載
す
る
事
項
又
は
提
出
す
る
教
材
等
が
既
に
提
出
し
た
申

請
書
に
記
載
し
た
も
の
又
は
提
出
し
た
教
材
等
と
同
一
で
あ
る
場
合
は
、
申
請

書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
一
の
事
項
の
記
載
又
は
教
材
等
の

提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
二 

（
略
） 

 

三 

実
施
し
よ
う
と
す
る
理
由 

 

四 

管
理
責
任
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
業
（
勤
務
先
、
役
職
名
及
び
申

請
者
と
の
契
約
関
係
を
含
む
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

五 

設
備
の
状
況 

  

六 

実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

イ 

実
施
の
期
間
及
び
場
所 

 
 

ロ 

講
習
科
目
及
び
講
習
科
目
別
講
習
時
間
（
時
間
割
を
含
む
。
）
並
び
に
実

施
要
領
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
領
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

 
 

ハ 

講
師
の
氏
名
、
職
業
、
経
歴
、
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番

号
並
び
に
担
当
す
る
講
習
科
目
別
講
習
時
間 

科
目
別
講
習
時
間
、
施
設
費
及
び
運
営
費
の
支
弁
方
法
等
に
関
す
る
適
切
な

実
施
計
画
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
認
定
の
申
請
） 

第
三
十
五
条 

認
定
講
習
課
程
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
定
講
習
課
程
の

種
別
及
び
そ
の
課
程
の
一
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、

使
用
す
る
教
材
等
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

     

一
～
二 

（
略
） 

 

三 

実
施
の
期
間
及
び
場
所 

 

四 

講
習
科
目
及
び
講
習
科
目
別
講
習
時
間
（
時
間
割
を
含
む
。
）
並
び
に
実
施

要
領
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
領
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

五 

講
師
の
氏
名
、
職
業
、
経
歴
、
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番
号

並
び
に
担
当
す
る
講
習
科
目
別
講
習
時
間 

 

六 

修
了
試
験
の
方
法 

     



  
 

六 

 
 

ニ 

講
習
人
員 

 
 

ホ 

使
用
す
る
教
材
等
の
名
称
及
び
発
行
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 
 

ヘ 
試
験
問
題
の
作
成
方
針
及
び
管
理
方
法 

 
 

ト 

修
了
証
明
書
の
発
行
の
条
件 

 
 

チ 

修
了
試
験
の
方
法 

 
 

七
～
八 

（
略
） 

 

九 

実
施
す
る
者
が
行
う
業
務 

 

十 

実
施
す
る
者
、
そ
の
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
及
び
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容 

 
 

イ 

法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
。 

 
 

ロ 

法
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反

し
て
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
法
第
七
十
条
の
七
第
四
項
、
第
七
十
条

の
八
第
三
項
及
び
第
七
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
法
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受

け
た
こ
と
。 

 
 

ハ 

第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し

の
処
分
を
受
け
た
者
又
は
当
該
処
分
を
受
け
た
認
定
講
習
課
程
の
管
理
責

任
者
で
あ
っ
た
こ
と
。 

 

十
一 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項 

 

（
認
定
） 

第
三
十
六
条 

総
務
大
臣
は
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請

に
係
る
認
定
講
習
課
程
が
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き

      

七
～
八 

（
略
） 

 
 

九 

実
施
す
る
者
、
そ
の
代
表
者
又
は
講
師
が
法
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命

令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
法
第
七
十
六
条
（
法
第
七
十
条

の
七
第
四
項
、
第
七
十
条
の
八
第
三
項
及
び
第
七
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
若
し
く
は
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
処
分

を
受
け
た
こ
と
又
は
罪
を
犯
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
の
有
無
（
そ
れ
ら

が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
事
由
を
含
む
。
） 

      

十 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項 

 
（
認
定
） 

第
三
十
六
条 

総
務
大
臣
は
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請

が
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
認
定
し
な
け
れ
ば
な



  
 

七 

は
、
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
十
四
条
第
五
号
に
該
当
す

る
際
に
、
情
状
を
酌
量
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
総
務
大
臣

は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

前
項
の
認
定
書
に
は
、
そ
の
認
定
が
第
三
十
四
条
第
七
号
の
総
務
大
臣
が
別

に
告
示
す
る
講
習
時
間
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
講
習

時
間
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
変
更
の
承
認
等
） 

第
三
十
八
条 

認
定
講
習
課
程
実
施
者
は
、
そ
の
認
定
講
習
課
程
の
次
に
掲
げ
る

事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
変
更
の

理
由
を
記
載
し
た
書
類
（
使
用
す
る
教
材
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

変
更
後
使
用
す
る
教
材
等
を
含
む
。
）
を
提
出
し
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

管
理
責
任
者 

 

二 

設
備
の
状
況 

 

三 

実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

実
施
の
期
間 

ロ 

講
習
科
目
及
び
講
習
科
目
別
講
習
時
間
（
時
間
割
を
含
む
。
）
並
び
に
実

施
要
領
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
領
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

 
 

ハ 

講
師
（
そ
の
担
当
別
を
含
み
、
次
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

 
 

ニ 

使
用
す
る
教
材
等
（
変
更
後
の
教
材
等
が
既
に
総
務
大
臣
が
認
め
た
教

材
等
で
あ
る
と
き
を
除
く
。） 

ら
な
い
。 

  

２ 

（
略
） 

    

（
変
更
の
承
認
等
） 

第
三
十
八
条 

認
定
講
習
課
程
実
施
者
は
、
そ
の
認
定
講
習
課
程
の
講
師
（
そ
の

担
当
別
を
含
む
。
）
又
は
使
用
す
る
教
材
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変

更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
（
使
用
す
る
教
材

等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
後
使
用
す
る
教
材
等
を
含
む
。
）
を
提

出
し
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

         



  
 

八 

 
 

ホ 

試
験
問
題
の
作
成
方
針
及
び
管
理
方
法 

 
 

ヘ 

修
了
試
験
の
方
法 

 

四 
施
設
費
及
び
運
営
費
並
び
に
そ
の
支
弁
方
法 

 

五 

受
講
料
の
額 

 

六 

実
施
す
る
者
が
行
う
業
務 

七 

実
施
す
る
者
、
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
が
第
三
十
五
条
第
十
号

イ
か
ら
ハ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無 

２ 

認
定
講
習
課
程
実
施
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
及
び
変
更
の
年
月
日
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

 

二 

実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

認
定
講
習
課
程
の
実
施
場
所 

 
 

ロ 

講
師
の
氏
名
並
び
に
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番
号
（
同
一

の
者
の
場
合
に
限
る
。
） 

 
 

ハ 

講
習
人
員 

 
 

ニ 

使
用
す
る
教
材
等
の
名
称
及
び
発
行
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 
 

ホ 

修
了
証
明
書
の
発
行
の
条
件 

 

三 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項 

 

（
報
告
） 

第
三
十
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
当
該
認
定
講
習
課
程
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る

       

２ 

認
定
講
習
課
程
実
施
者
は
、
第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
前
項
の
規

定
に
よ
り
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
変
更
が
あ
っ
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
及
び
変
更
の
年
月
日
を
総
務
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

         
（
報
告
） 

第
三
十
九
条 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 



  
 

九 

事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
二 

（
略
） 

三 
講
習
科
目
別
講
習
時
間 

四 

講
師
の
氏
名
及
び
担
当
科
目
別
講
習
時
間 

五 

修
了
試
験
の
問
題 

六 

履
修
者
数 

七 

修
了
者
の
修
了
年
月
日
、
修
了
証
明
書
の
番
号
、
氏
名
及
び
生
年
月
日 

八 

修
了
者
別
の
修
了
試
験
の
成
績 

九 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項 

 

（
書
類
の
保
存
） 

第
四
十
条 

認
定
講
習
課
程
実
施
者
は
、
そ
の
認
定
講
習
課
程
が
終
了
し
た
日
か

ら
二
年
間
、
当
該
認
定
講
習
課
程
の
修
了
試
験
の
問
題
及
び
答
案
を
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

別
表
第
二
十
四
号 

講
習
の
区
分 

科
目 

時
間
数 

海
上
主
任
講
習 

無
線
設
備
の
操
作
の
監
督
（
注
）

 

六
時
間
以
上 

最
新
の
無
線
工
学 

航
空
主
任
講
習 

無
線
設
備
の
操
作
の
監
督
（
注
）

 

六
時
間
以
上 

  

一
～
二 

（
略
） 

   

三 

修
了
試
験
の
問
題 
 

四 

履
修
者
数 

 

五 

修
了
者
の
氏
名
及
び
各
修
了
者
別
の
修
了
試
験
の
成
績 

  

六 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項 

 

（
書
類
の
保
存
） 

第
四
十
条 

認
定
講
習
課
程
実
施
者
は
、
そ
の
認
定
講
習
課
程
が
終
了
し
た
日
か

ら
一
年
間
、
当
該
認
定
講
習
課
程
の
修
了
試
験
の
問
題
及
び
答
案
を
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

別
表
第
二
十
四
号 

講
習
の
区
分 

科
目 

時
間
数 

海
上
主
任
講
習 

法
規 

六
時
間
以
上 

無
線
設
備
の
操
作
の
監
督 

最
新
の
無
線
工
学 

航
空
主
任
講
習 

法
規 

六
時
間
以
上 

無
線
設
備
の
操
作
の
監
督 



  
 

一

〇 

 

最
新
の
無
線
工
学 

陸
上
主
任
講
習 

無
線
設
備
の
操
作
の
監
督
（
注
）

 

六
時
間
以
上 

最
新
の
無
線
工
学 

 

注 

無
線
局
の
監
督
に
際
し
て
、
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
令
に
関
す
る

事
項
を
含
む
。 

  
 
 

附 

則 
 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条

及
び
第
七
条
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
別
表
第
二
十
四
号
の
改
正
規
定
は

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

最
新
の
無
線
工
学 

陸
上
主
任
講
習 

法
規 

六
時
間
以
上 

無
線
設
備
の
操
作
の
監
督 

最
新
の
無
線
工
学 

 


